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解説 

交通ルール無視による交通事故を防止するため、交通指導取締り、暴走族取

締り等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。 

このため、死亡事故等の重大事故に直結する悪質・危険性、迷惑性の高い違

反及び、事故が発生しやすい交差点関連違反に重点を置いた交通指導取締りを

推進します。 

さらに、暴走族対策及び旧車會対策を強力に推進するため、関係機関・団体

が連携し、地域ぐるみで暴走族追放気運の高揚に努め、暴走行為をさせない環

境づくりを推進します。 

 

1 交通指導取締りの強化等 

 

 

 

411 道路における効果的な指導取締りの強化 

（1） 交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進 

交通事故実態を分析し、事故多発路線等における街頭指導活動を強化す

るとともに、無免許運転、飲酒運転、妨害運転、著しい速度超過、交差点

関連違反等の悪質・危険性の高い違反、さらには、市民からの取締り要望

の多い迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進します。 

特に、飲酒運転及び無免許運転については、運転者の周辺で飲酒運転や

無免許運転を助長し、容認している者に対する取締りを徹底するなど、飲

酒運転や無免許運転の根絶に向けた取組を推進します。 

また、交通事故時の被害軽減に高い効果があるシートベルトの着用及び

チャイルドシートの使用の指導取締りを強化します。 

さらに、交通指導取締りの実施状況について、交通事故実態の分析結果

等を踏まえて検証し、結果を取締り計画に反映させ、より交通事故抑止に

資する指導取締りを推進します。 

加えて、スクールゾーン等、生活道路における安全な走行方法の普及、

指導取締りを総合的に推進します。 

 

 

 

 

411 道路における効果的な指導取締り 

の強化 

1 交通指導取締り

の強化等 
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（2） 自転車利用者に対する指導取締りの推進 

自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止、傘さし、

イヤホン、携帯電話、スマートフォンの使用及び通行者に危険を及ぼす違

反等に対して自転車指導警告カードを活用した指導警告を行います。 

自転車事故の多くは、自転車側にも交通違反が認められることから、悪

質・危険な自転車利用者に対する取締りを強化します。 

 

 

2 暴走族対策の強化 

 

 

 

 

 

421 暴走族追放気運の高揚及び青少年の指導の充実 

暴走族追放の気運を高揚させるため、報道機関等に対する資料提供を積極的

に行い、凶悪化する暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど、広報活

動を積極的に行います。 

また、学校等において、青少年に対し、暴走族に加入しないよう適切な指導

等を実施します。この場合、暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性

を考慮し、青少年育成団体等との連携を図るなど、青少年の健全な育成を図る

観点からの施策を推進します。 

 

422 暴走行為をさせないための環境づくり 

暴走族及びこれに伴う群衆の集合場所として利用されやすい施設の管理者に

協力を求め、暴走族等を集合させない環境づくりを促進するとともに、地域に

おける関係機関・団体の連携を強化し、暴走行為等ができない道路交通環境づ

くりを促進します。 
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423 車両の不正改造の防止 

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止し、保安基準に適合しな

い部品等が不正な改造に使用されることがないよう「不正改造車を排除する運

動」等を通じ、広報活動及び企業、関係団体に対する指導を積極的に行います。 

 


